
公   告 

 

 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10年法律第 92号）第 37条第１項の規定により、第

一種大規模小売店舗立地法特例区域を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により公告す

る。 

  

   平成 3１年３月 29日 

                        静岡市長 田 辺 信 宏 

 

別に図示する次の区域 

１ 静岡市清水区入船町３１０番地１、３１０番地２、３１０番地３、３１０番地４、３２７

番地１、３２７番地２、３２７番地３、３２７番地５、３２７番地６、３２７番地７、３

３１番地２、３３２番地１、３３２番地２、３３２番地３、３３２番地５、３３２番地６、

３３２番地７、３３２番地８、３３３番地、３３３番地２、静岡市清水区新港町７番地１

０、静岡市清水区港町一丁目４０１番地７、４０１番地８、４０１番地９、４０１番地１

０、４０１番地１１、４０２番地３、４０３番地１、４０３番地４、４０３番地９、４０

４番地、４０４番地２、４０４番地３、４０４番地４、４０４番地５、４０４番地６、４

０５番地１、４０６番地１、４０６番地４、４０６番地５、４０６番地６、４０７番地１、

４０７番地２、４０７番地３、４１０番地１、４１０番地１７、４１０番地１８、４１０

番地２８、４１０番地３３、４１０番地３５、４１０番地３６、４１０番地３７、４１０

番地３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （別図） 
 第一種大規模小売店舗立地法特例区域 


